
・検針時に投函する「水道料金・下水道使用料のお知らせ」については、減免前の金額で表示されますが、

実際の請求時には減免額を差し引きます。 

・減免期間終了後は通常料金となります。 

・使用開始や休止の時期により、減免額が異なる場合があります。 

 

◎減免に関して、役場が電話や訪問で ATM 操作を求めることはありません。 

　　不審な連絡にはご注意ください。 

 

 

 

物価高騰の影響を受けている町民および事業者の皆さまを支援するため、国の 

「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を 3 か月分減免します。 

 

 

次のいずれかに該当する方（官公庁等を除く） 

①町内で長幌上水道企業団と給水契約をしている水道使用者 

②町内の集合住宅で長幌上水道企業団と給水契約をしている住宅の入居者 

 

　　 

申請手続きは不要です。 

 

　　 

減免の期間：令和８年６月請求分から令和８年８月請求分までの３か月間 

　　　　減免の金額：①水道基本料金を全額減免 

※水道超過料金および下水道使用料は対象外です。 

　　　　　　　　　  　　　※ご使用の水道メーター口径により基本料金は異なります。（下表参照） 

　　　　　　　　　　②集合住宅は、【一括請求分にかかる基本料金】に【家事用水道基本料金相

当額に入居戸数を乗じた額】を加算して減免します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
口径

１か月あたりの水道基本料金(税込)

 家事用 家事用以外

 13mm

8 ㎥まで　　2,244 円

8 ㎥まで　　3,735 円　

 20mm 8 ㎥まで　　4,250 円　

 25mm 8 ㎥まで　　4,778 円　

 40mm 16 ㎥まで　　7,986 円　

 50mm 30 ㎥まで　 14,031 円　

 75mm 50 ㎥まで 　23,826 円　

 100mm 50 ㎥まで 　29,950 円　

お問合せ先　　長沼町役場　都市整備課下水道係　　TEL：0123-76-8023

請求金額イメージ

 

 

 

　

➔家事用の場合：2,244 円（税込） 　０円

減免対象　　　　　 減免対象外　　　　 減免対象外

基本料金　＋　超過料金　＋　下水道使用料

水道料金



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【集合住宅を管理されている方へ】 

 

　管理者様等に一括して料金を請求しているアパート等について、一括請求分にかかる基本料金と、入居戸数に

応じて一戸当たり 2,244 円（消費税込）の水道基本料金相当分を減免しますので、今回の支援が長沼町水道利

用者の皆さんに行き届くように、管理者様から各入居者様に請求される水道料金について減免対応をお願いし

ます。 

 

○集合住宅の場合の減免金額計算例 

 

【参考例１】　　　アパートの全戸数　　４戸　　　入居戸数　　４戸 

　　　　　　　　　水道メーター口径　　１３mm 

　　　　　　　　　基本料金　　３，７３５円　　　使用水量　　５０㎥ 

◇通常時の請求額 

（基本料金＋超過料金）　＝　請求額 

　　３，７３５円＋１２，７７８円　＝　１６，５１３円 

◇減免時の請求額 

（基本料金＋超過料金）－（基本料金＋２，２４４円×入居戸数）　＝　減免時の請求額 

　（３，７３５円＋１２，７７８円）－（３，７３５円＋２，２４４円×４戸） 

＝　１６，５１３円－１２，７１１円　＝　３，８０２円 

 

【参考例２】　　　アパートの全戸数　　８戸　　　入居戸数　　４戸 

　　　　　　　　　水道メーター口径　　２５mm 

　　　　　　　　　基本料金　　４，７７８円　　　使用水量　　３５㎥ 

◇通常時の請求額 

（基本料金＋超過料金）　＝　請求額 

　　４，７７８円＋７，９４３円　＝　１２，７２１円 

◇減免時の請求額 

（基本料金＋超過料金）－（基本料金＋２，２４４円×入居戸数）　＝　減免時の請求額 

　（４，７７８円＋７，９４３円）－（４，７７８円＋２，２４４円×４戸） 

＝　１２，７２１円－１３，７５４円　＝　－１，０３３円　＝　０円 

※減免額が当初の請求額を超える場合は、請求額は０円となります。

令和８年６月から令和８年８月の請求分が減免対象です。

ご使用になっている水道メーターの口径及び用途を記載し

ています。口径及び用途によって水道基本料金が異なりま

す。　　※表面の口径別基本料金をご確認ください。

減免前の金額で表示されますが、表示された金額から減

免金額を引いた金額で料金が請求されます。 

《水道料金の請求金額が０円になる場合》 

下水道使用料のみの請求となります。なお、水道契約のみ

の場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利用

の場合は、口座引き落としがありません。 
６月から８月請求分は、両町の物価高騰 

対策により上水道基本料金を全額減免し請 
求いたします。



【集合住宅に入居されていて、水道料金等に相当する額を管理会社等に支払われている方へ】 

 

 

 

【アパート等の管理会社等へのお願い】 

 

　アパート等にお住いの方などで、水道料金に相当する金額を管理会社等に支払われている方は、長幌上水

道企業団との給水契約がないため、直接には減免の対象となりません。管理会社等において、入居者の方へ

の請求金額から減免分を差し引いていただくなどのご協力が必要となりますことから、管理会社等には本町

から減免にご協力いただくよう、戸別に文書でお願いをいたします。

 

　管理会社等におかれましては、今般の減免の趣旨をご理解いただき、令和８年６月から８月請求分までの

３か月間、入居者の方にご請求をいただく上水道料金に相当する金額から今回の減免相当分の金額を差し引

くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。


